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秘密保護法の撤廃を求める埼玉の会

秘
密
保
護
法
の
撤
廃
を
求
め
る

署
名
に
ご
協
力
下
さ
い

弁
護
士
、言
論
界
、映
画
・
演
劇
人
、

宗
教
者
な
ど
広
が
る
反
対
の
声

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
を
は
じ
め
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
、
９
割
を
超
す
大

手
・
地
方
新
聞
社
、
広
範
な
作
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
言
論
・
出
版
人
、

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
、
学
者
、
映
画
・
演
劇
人
、
宗
教
者
な
ど
広
範
な
人
々
・

団
体
が
反
対
を
表
明
。
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
、
国

連
人
権
理
事
会
な
ど
、
国
際
的
に
も
危
惧
の
念
が
広
が
り
ま
し
た
。

欧
米
諸
国
の
法
律
と

比
べ
て
み
て
も
異
常
な
中
身

　

欧
米
諸
国
の
同
種
の
法
律
と
比

べ
て
み
て
も
、「
秘
密
の
範
囲
が
広

い
」「
秘
密
指
定
の
期
間
が
長
い
」「秘

密
指
定
の
基
準
が
不
明
」「
秘
密
指
定

の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
が
あ
い
ま
い
」「
適

正
評
価
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

侵
害
」「
罰
則
が
重
い
」「
罰
則
の
対
象

者
が
広
範
」「
知
る
権
利
、
報
道
の

自
由
を
侵
害
」
な
ど
な
ど
、
多
く

の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

前
代
未
聞
！

審
議
時
間
は
わ
ず
か
68
時
間

　

10
月
25
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
、
12

月
６
日
に
参
議
院
で
強
行
採
決
さ
れ
る

ま
で
、
審
議
時
間
は
わ
ず
か
68
時
間
。

「
良
識
の
府
」
と
い
わ
れ
る
参
議
院
に

い
た
っ
て
は
22
時
間
足
ら
ず
で
し
た
。

し
か
も
、
さ
い
た
ま
市
で
行
わ
れ
た
公

聴
会
の
開
催
が
決
ま
っ
た
の
は
前
夜
の

こ
と
。
３
人
の
公
述
人
の
う
ち
２
人
は

自
衛
隊
関
係
者
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な

問
題
で
す
。

審議時間
名称 成立年 内閣 衆院 参院

PKO協力法 1992 宮沢
（自民）  88 時

間 106時
間

郵政民営化
関連法 2005 小泉

（自民） 121 93

改正教育基本法     06 第1次安倍
（自民） 106 84

社会保障と税の
一体改革関連法     12 野田

（民主） 129 86
日本版 NSC
創設関連法     13 第2次安倍

（自民） 23 22

特定秘密保護法     13 第2次安倍
（自民） 46 22

主な法律の委員会審議時間

国家秘密の漏えい
　　国防情報の漏えい
　　　【10 年以下の自由刑若しくは罰金又はこれらの併科】

　　①防諜・諜報情報②防衛情報③国際関係
　　情報④犯罪を惹起する情報⑤通信傍受に
　　関する情報等の公務員等による漏えい
　　【2 年（略式手続の場合は 6 月）以下の自由刑若しくは
　　　罰金又はこれらの併科】

米

英

　　国家機密の漏えい
　　　【6 月以上 5 年以下の自由刑（犯情の特に重い事案では、
　　　1 年以上 10 年以下の自由刑）】
　　公務員による秘密の漏えい
　　　　【5年以下の自由刑又は罰金】

独

　　公務員等による国防上の秘密の
　　漏えい【7 年以下の自由刑及び罰金】仏



「そんなバカな」と思うでしょうが
黙っていたら「戦争する国」に…！？

　

昨
年
12
月
17
日
に
「
国
家
安
全
保
障
戦
略
」「
新
防
衛
計
画
大
綱
」「
中
期
防
衛

力
整
備
計
画
」
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
武
器
輸
出
三
原
則
の
見
直
し
や
「
愛
国
心
」

の
強
要
な
ど
を
明
記
し
、
米
海
兵
隊
に
似
た
水
陸
両
用
機
能
を
持
つ
部
隊
の
新
設

や
水
陸
両
用
車
の
保
持
、
ヘ
リ
搭
載
の
大
型
イ
ー
ジ
ス
艦
、
空
中
給
油
機
、
無
人

偵
察
機
や
オ
ス
プ
レ
イ
の
導
入
な
ど
、
海
外
展
開
へ
と
大
き
く
舵
を
切
る
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

国
家
安
全
保
障
会
議︵
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
︶の

事
務
局
に
現
職
の
自
衛
官
が
配
属

　

昨
年
12
月
に
発
足
し
た
国
家
安
全
保
障
会
議
︵
日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
︶
の
事
務
局
と

な
る
国
家
安
全
保
障
局
は
67
人
で
構
成
さ
れ
、
防
衛
省
か
ら
の
派
遣
は
28
人
と
最

多
な
う
え
、
13
人
が
制
服
組
︵
武
官
︶
で
占
め
ら
れ
、
事
実
上
、「
国
家
政
策
」

の
根
幹
部
分
を
掌
握
す
る
こ
と
に
⋮
。「
戦
争
の
司
令
塔
」
と
い
わ
れ
る
所
以
が
、

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

各
省
庁
、自
治
体
、国
民
に
防
衛
義
務

国
家
安
全
保
障
基
本
法
の
危
険
性

　

安
倍
政
権
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認
め
る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
「
国
家

安
全
保
障
基
本
法
案
」
の
成
立
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
国
の
諸
機
関
は
じ
め
、
県

や
市
町
村
、
国
民
に
防
衛
の
義
務
を
負
わ
せ
、
国
の
命
令
の
も
と
に
戦
争
へ
と
駆

り
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

武
器
輸
出
三
原
則
の
見
直
し
や

愛
国
心
の
強
要
な
ど
⋮

憲
法
第
９
条
を
生
か
す
こ
と
が

﹁
積
極
的
平
和
主
義
﹂の
道

1991 年 1 月 米英軍など多国籍軍が
イラク攻撃、湾岸戦争始まる

91 年 4 月 海上自衛隊、ペルシャ湾に掃海艇
などを派遣（～ 9 月）

92 年 6 月 「国連平和維持活動（PKO）協力法」
成立

92 年 9 月 陸上自衛隊、カンボジア PKO に
参加（～ 93 年 9 月）

99 年 5 月 「周辺事態法」成立
2001 年 9 月 米国で同時多発テロ

2001 年 10 月 米英軍 、アフガニスタンを攻撃
「テロ対策特別措置法」成立

    01 年 11 月 海上自衛隊、インド洋で米海軍な
どの艦艇の後方支援

（～ 2010 年 1 月）
     03 年 3 月 米英軍、イラクを攻撃

イラク戦争始まる
      03 年 7 月 「イラク復興特別支援法」成立
      04 年 1 月 陸上自衛隊、航空自衛隊、

イラクへ派遣（～ 2008 年 12 月）
      07 年 4 月 第 1 次安倍内閣が「安全保障の法的基

盤の再構築に関する懇談会」を設置
08 年、福田康夫首相に報告書を提出

08 年 1 月 「新テロ特別措置法」成立
インド洋上での米艦艇などへの補
給活動を再開

09 年 6 月 「海賊対処法」成立
3 月からソマリアに派遣されてい
た海上自衛隊などの法的根拠変更

12 年 12 月 第 2 次安倍内閣発足
13 年 2 月 「安保法制懇」が議論を再開

自衛隊のおもな海外派遣と関連する法律
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